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令和７年度 地域包括支援センター運営分科会第４回会議 議事要旨 

日 時 令和８年３月６日（金） 14：00～14：55 

場 所 三芳保健福祉センター 2階 大会議室 

出席者 【委員】 

田中委員、加瀬委員、青木委員、伊藤委員、小汐委員、渡邉委員 中村委員 

 

【事務局】 

小野保健福祉部長、目良高齢者支援課長、角田高齢者支援課長補佐、佐藤係長（高

齢者福祉係）、笹子係長、鈴木主任保健師、上本介護支援専門員（地域包括ケア係） 

欠席者 なし 

開催形態 公開 

内 容 １ 開会 

２ あいさつ 

３ 議事 

（１） 地域包括支援センターの廃止に伴う担当圏域の変更について 

（２） 地域包括支援センターの職員の確保について 

（３） 令和８年度事業計画案及び予算案の承認について 

  ア 基幹型地域包括支援センター 

  イ 地域包括支援センターアイリスの里 

  ウ 地域包括支援センター三芳 

  エ 地域包括支援センターえがお 

（４） 地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント及び指定介護予防支援の

業務の一部を委任できる指定介護予防支援事業所の決定について 

４ 閉会 

議事等 １ 議事 

（１）地域包括支援センターの廃止に伴う担当圏域の変更について、事務局より説明。 

－ 質疑・応答なし （承認） － 

 

（２）地域包括支援センターの職員の確保について、事務局より説明。 

欠員の補充ができない場合は「対応方針」に沿って分科会で審議を行うことを確認

した。 

 

○加瀬委員 

４月中に１名採用予定だと書かれているが、状況を教えていただきたい。 

 

○社会福法人白寿会 

法人の事業運営の中で、接点のあった経験者の方の有資格者のネットワークがあり、

可能性のある方に声をかけたところ、２日前に内諾をいただき、４月中に採用という

ことで合意に至った方が確保できた。その方が社会福祉士と主任介護支援専門員の資
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格を持っており、４月中の配置で今、話を進めている。また、同時に他の職種も募集

している。両方資格を持った方がまず１名入ると、社会福祉士でも主任介護支援専門

員でも来ていただければ、３名体制が構築できるというような考えで、引き続き、基

準の方の募集を継続して取り組んでいきます。 

 

○青木委員 

リブ、またアイリス共に、人員確保に困っていて、どのような要因が考えられるか。 

 

○社会福法人白寿会 

社会福祉士などの資格を目指す学校で定員割れが多く見られる状況にある。包括

の資格要件で主任介護支援専門員になるのは最短で１０年以上かかる、法人内の長

期の人材育成が必要となります。 

 

○青木委員 

育成に時間がかかるということは包括支援センターが成り立たなくなってしま

う。丸山、和田の包括支援センターがなくなる部分、市の方も後方支援はきついの

ではないか。今後のことについて、掘り下げた議論が必要なのではないか。 

 

○事務局 

今後の市の体制についても職員確保が必要というのは、非常に深刻な状況にあ

り、包括を運営していくには、市にも有資格者の配置が必要となっている。 

今回の状況を踏まえ、この状況が頻発することなども視野に体制をどのようにと

っていくかについては、検討していきたいと考えている。 

基幹型は後方支援で、困難ケースや虐待ケースについては対応している。近年、

件数も増えてきており、職員が離籍している状況がかなり多くなっている。 

 

○社会福祉法人白寿会 

包括支援センター存続のため３職種、プラスアルファの職員のしくみづくり、猶予

的な人員で確保できるように仕組みを作っていただければと思います。 

 

（３）令和８年度事業計画案及び予算案の承認について 

 ア 基幹型地域包括支援センター担当者より説明。 

－ 質疑・応答なし （承認） － 

 

イ 地域包括支援センターアイリスの里（管理者）より説明。 

－ 質疑・応答なし （承認） － 

 

ウ 地域包括支援センター三芳（管理者）より説明。 
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○青木委員 

資料２０ページの地域の関係ネットワーク連携・構築等ということがうたわれてお

りますけど、全然ないようです。民生委員等と連携し、４月以降も今までと同じよう

に定例会議に参加して、情報共有するという活動が継続してやれるのでしょうか。 

 

○地域包括支援センター三芳（管理者） 

地域包括支援センターが担当地区の定例会に参加するというのは、どこの地区でも

毎月行われていることであり、当センターも来年度、丸山地区、和田地区拡充という

ところで、民生委員さんと連携する月１回の絶好の機会だと考えております。まず、

圏域が変わった、呼称が変わったという部分をお伝えする説明も必要ですし、その連

携は今以上に密に行っていく必要があると考えておりますので、今後も継続的に関わ

っていくということで、今の段階では考えております。 

－  （承認） － 

 

エ 地域包括支援センターえがお（管理者）より説明。 

－ 質疑・応答なし （承認） － 

 

（４）地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント及び指定介護予防支援の業 

務の一部を委任できる指定介護予防支援事業所の決定について、事務局より説

明。 

－ 質疑・応答なし （承認） － 

 

２ その他 

 なし 

 

 


